
 
（表１ 改正資格者証の種類と工事の範囲） 

 
 

改正前  改正後 

資格者証の種類 工事の範囲  資格者証の種類 工事の範囲 

アナログ第一種 

アナログ伝送路設備（アナログ

信号を入出力とする電気通信回

線設備をいう。以下同じ。）に端

末設備又は自営電気通信設備

（以下「端末設備等」という。）

を接続するための工事 

 

ＡＩ第一種 

アナログ伝送路設備に端末設備等を接

続するための工事及び総合デジタル通

信用設備に端末設備等を接続するため

の工事 

アナログ第二種 

アナログ伝送路設備に端末設備

等を接続するための工事（端末

設備等に収容される電気通信回

線の数が50以下であって内線の

数が 200 以下のものに限る。） 

 

ＡＩ第二種 

アナログ伝送路設備に端末設備等を接

続するための工事（端末設備等に収容さ

れる電気通信回線の数が 50 以下であっ

て内線の数が 200 以下のものに限る。）

及び総合デジタル通信用設備に端末設

備等を接続するための工事（総合デジタ

ル通信回線の数が毎秒 64 キロビット換

算で 50 以下のものに限る。） 

アナログ第三種 

アナログ伝送路設備に端末設備

を接続するための工事（端末設

備に収容される電気通信回線の

数が１のものに限る。） 

 

ＡＩ第三種 

アナログ伝送路設備に端末設備等を接

続するための工事（端末設備に収容され

る電気通信回線の数が１のものに限

る。）及び総合デジタル通信用設備に端

末設備等を接続するための工事（総合デ

ジタル通信回線の数が基本インタフェ

ースで１のものに限る。） 

デジタル第一種 

デジタル伝送路設備（デジタル

信号を入出力とする電気通信回

線設備をいう。以下同じ。）に端

末設備等を接続するための工事

並びにアナログ第三種の工事の

範囲に属する工事 

 

ＤＤ第一種 

デジタル伝送路設備に端末設備等を接

続するための工事。ただし、総合デジタ

ル通信用設備に端末設備等を接続する

ための工事を除く。 

デジタル第二種 

デジタル伝送路設備（回線交換

方式によるものに限る。）に端末

設備等を接続するための工事並

びにデジタル第三種の工事の範

囲に属する工事 

 

ＤＤ第二種 

デジタル伝送路設備に端末設備等を接

続するための工事（接続点におけるデジ

タル信号の入出力速度が毎秒 100 メガ

ビット以下のものに限る。）。ただし、総

合デジタル通信用設備に端末設備等を

接続するための工事を除く。 

デジタル第三種 

デジタル伝送路設備に端末設備

を接続するための工事（接続点

におけるデジタル信号の入出力

速度が毎秒 192 キロビット以下

のものであって端末設備に収容

される電気通信回線の数が一の

ものに限る。）並びにアナログ第

三種の工事の範囲に属する工事

 

ＤＤ第三種 

デジタル伝送路設備に端末設備等を接

続するための工事（接続点におけるデジ

タル信号の入出力速度が毎秒 100 メガ

ビット以下のものであって、主としてイ

ンターネット接続のための回線に限

る。）。ただし、総合デジタル通信用設備

に端末設備等を接続するための工事を

除く。 

アナログ・デジ

タル総合種 

アナログ伝送路設備又はデジタ

ル伝送路設備に端末設備等を接

続するための工事 

 
ＡＩ・ＤＤ総合種

アナログ伝送路設備又はデジタル伝送

路設備に端末設備等を接続するための

工事 

 
 
 
 



資格者証の種類における工事の例 
 
 
 

回線設備の例 資格者証 端末設備の例

全てのアナログ電話回線、

全てのＩＳＤＮ回線

小型ＰＢＸ、

ボタン電話（アナログ／デジタ
ル）：内線２００以下、

ＩＳＤＮを使用したデータ伝送等

電話２～５０回線、

ＩＳＤＮ回線一次群ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ
１～２回線（64bps換算で５０
回線以下）

中、大型ＰＢＸ（アナログ／デ
ジタル）：内線２０１以上

電話１回線、

ＩＳＤＮ基本ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ１回線

電話機、ホームテレホン、ＦＡ
Ｘ等、ＩＳＤＮ端末等

５０回線超

５０回線以下

ＡＩ第１種

ＡＩ・ＤＤ総合種

ＡＩ第２種

ＡＩ第３種

※上位の資格は下位の資格の工事範囲を含む。

回線設備の例 資格者証 端末設備の例

全てのアナログ電話回線、

全てのＩＳＤＮ回線

小型ＰＢＸ、

ボタン電話（アナログ／デジタ
ル）：内線２００以下、

ＩＳＤＮを使用したデータ伝送等

電話２～５０回線、

ＩＳＤＮ回線一次群ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ
１～２回線（64bps換算で５０
回線以下）

中、大型ＰＢＸ（アナログ／デ
ジタル）：内線２０１以上

電話１回線、

ＩＳＤＮ基本ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ１回線

電話機、ホームテレホン、ＦＡ
Ｘ等、ＩＳＤＮ端末等

５０回線超

５０回線以下

ＡＩ第１種

ＡＩ・ＤＤ総合種

ＡＩ第２種

ＡＩ第３種

回線設備の例 資格者証 端末設備の例

全てのアナログ電話回線、

全てのＩＳＤＮ回線

小型ＰＢＸ、

ボタン電話（アナログ／デジタ
ル）：内線２００以下、

ＩＳＤＮを使用したデータ伝送等

電話２～５０回線、

ＩＳＤＮ回線一次群ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ
１～２回線（64bps換算で５０
回線以下）

中、大型ＰＢＸ（アナログ／デ
ジタル）：内線２０１以上

電話１回線、

ＩＳＤＮ基本ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ１回線

電話機、ホームテレホン、ＦＡ
Ｘ等、ＩＳＤＮ端末等

５０回線超

５０回線以下

ＡＩ第１種

ＡＩ・ＤＤ総合種

ＡＩ第２種

ＡＩ第３種

※上位の資格は下位の資格の工事範囲を含む。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

回線設備の例 資格者証 端末設備の例

全てのデジタル回線、

（ＩＳＤＮ回線を除く。）

小型ＩＰ－ＰＢＸ、ボタン電話

ルータ／ＬＡＮ端末等、パケット

端末、その他回線対応端末

100Mbp以下のデジタル回線（Ｉ
ＳＤＮ回線を除く。）、

ＩＰ－ＶＰＮ、広域イーサネット、

ＤＤＸパケット、フレームリレー、
セルリレー

中、大型ＩＰ－ＰＢＸ

ＦＴＴＨ、ＡＤＳＬ

（主としてｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続用の回
線）

ホーム・ＳＯＨＯ程度のルー
タ／ＬＡＮ、及びこれに係る端
末、ＩＰ電話

100Mbps超

100Mbps以下

ＤＤ第１種

ＡＩ・ＤＤ総合種

ＤＤ第２種

ＤＤ第３種

※上位の資格は下位の資格の工事範囲を含む。

回線設備の例 資格者証 端末設備の例

全てのデジタル回線、

（ＩＳＤＮ回線を除く。）

小型ＩＰ－ＰＢＸ、ボタン電話

ルータ／ＬＡＮ端末等、パケット

端末、その他回線対応端末

100Mbp以下のデジタル回線（Ｉ
ＳＤＮ回線を除く。）、

ＩＰ－ＶＰＮ、広域イーサネット、

ＤＤＸパケット、フレームリレー、
セルリレー

中、大型ＩＰ－ＰＢＸ

ＦＴＴＨ、ＡＤＳＬ

（主としてｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続用の回
線）

ホーム・ＳＯＨＯ程度のルー
タ／ＬＡＮ、及びこれに係る端
末、ＩＰ電話

100Mbps超

100Mbps以下

ＤＤ第１種

ＡＩ・ＤＤ総合種

ＤＤ第２種

ＤＤ第３種

※上位の資格は下位の資格の工事範囲を含む。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


